
第４号議案 

 

 

博物館登録について 

 

 

 博物館法（昭和 26 年法律第 285 号）第 10 条の規定により，次のとおり博物館登

録原簿に登録することについて提案します。 

 

 

  令和２年 12 月 23 日 

 

                               広島県教育委員会教育長 平 川 理 恵 

 

１ 提案の要旨 

  仙石庭園銘石ミュージアムを，広島県教育委員会の博物館登録原簿に登録する。 

 

２ 登録事項 
 

設置者の名称及び

住所 

一般社団法人 日本石庭文化保存協会 

東広島市高屋町高屋堀 1500 

博物館の名称 仙石庭園銘石ミュージアム 

博物館の所在地 東広島市高屋町高屋堀 1500 

登録番号 第 32 号 

 

３ 登録する理由 

  仙石庭園銘石ミュージアムについて，博物館登録の申請があったため，実地調

査及び学識経験者の意見聴取を行った結果，博物館法（昭和 26 年 12 月１日法律

第 285 号）第 12 条及び博物館の登録審査基準要項に規定する登録の要件を備え

ていると認められるため。 

 

４ 登録年月日 

  令和２年 12 月 23 日（議決の日） 

 

  

 

 



５ 根拠規定 

  博物館法 

（登録） 

第 10 条 博物館を設置しようとする者は，当該博物館について，当該博物館

の所在する都道府県の教育委員会（当該博物館（都道府県が設置するものを除

く。）が指定都市（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二

条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条及び第二十九条において同

じ。）の区域内に所在する場合にあつては，当該指定都市の教育委員会。同条

を除き，以下同じ。）に備える博物館登録原簿に登録を受けるものとする。 

 

（登録要件の審査） 

第 12 条 都道府県の教育委員会は，前条の規定による登録の申請があつた場

合においては，当該申請に係る博物館が左に掲げる要件を備えているかどうか

を審査し，備えていると認めたときは，同条第一項各号に掲げる事項及び登録

の年月日を博物館登録原簿に登録するとともに登録した旨を当該登録申請者に

通知し，備えていないと認めたときは，登録しない旨をその理由を附記した書

面で当該登録申請者に通知しなければならない。 

一 第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な博物館資料があるこ 

と。 

二 第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な学芸員その他の職員

を有すること。 

三 第二条第一項に規定する目的を達成するために必要な建物及び土地がある

こと。 

四 一年を通じて百五十日以上開館すること。 

 

 


























